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平成２８年労第３１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月、Ａ会社（以下「会社」という。）に雇用され、Ｂ所在

の同社○センター（以下「事業場」という。）において、技能員として就労してい

た。 

請求人によれば、平成○年○月、事業場において約３０Kgの部品を２名により

繰り返し運搬したところ、後日になって背中や腰に痛みが発生し、また、同年○

月頃、立ち作業で設備のオペレーターをしていたところ、右足薬指の感覚が鈍く

なり、平成○年○月頃、高さ５０cmの作業台に前屈み姿勢になって作業をしてい

たところ、背中に強い張りが発生したという。 

請求人は、平成○年○月○日、Ｃ診療所に受診したが、確定診断名は得られず、

同年○月○日、Ｄクリニックに受診し「頚椎症、腰椎捻挫、第５腰椎分離症疑い」

(以下「本件疾病」という。)と診断された。 

請求人は、本件疾病を発症したのは業務上の事由によるものであるとして、監

督署長に療養補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人に発症した本件疾

病は業務上の事由によるものとは認められないとして、これを支給しない旨の処

分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し
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たので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもので

ある。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発症した本件疾病が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、平成○年○月○日に「背中と腰の痛み、右手のしびれ」を訴え、

同年○月○日、Ｄクリニックに受診し「頚椎症、腰椎捻挫、第５腰椎分離症（疑

い）」と診断されている。 

（２）請求人の訴える腰痛について、一件記録を精査するも、災害性を示唆する資

料はなく、引用する腰痛の認定基準における災害性の原因による腰痛とは認め

られない。 

そこで、請求人の就労内容についてみると、請求人が従事した業務のうち、

腰部に過度の負担のかかる業務として、請求人の申述及び事業場報告書によれ

ば、○センターの治具に、２６．７㎏のシリンダーブロックを２人で載せる作

業（１日当たり２０から３０台）を行っていたことが認められる。当該作業は、

引用する腰痛の認定基準の要件「おおむね２０㎏程度以上の重量物又は軽重不

同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務」に該当すると思料されるところ、その

従事期間は５日間にすぎない。そうすると、当審査会としても、決定書理由に

説示のとおり、請求人は、腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おお

むね３か月から数年以内)従事したものとは認められず、上記請求人の訴える腰

痛は、同認定基準の要件を満たしていないものと判断する。 
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また、当該業務は、上肢等に過度の負担がかかる業務に該当するとも考えら

れるが、引用する上肢障害の認定基準に照らし検討するも、上記のとおりその

従事期間は５日間にすぎず、当審査会としても、決定書理由に説示のとおり、

同認定基準の要件を満たしていないものと判断する。 

この点、本件における医学的見解をみると、Ｅ医師は、業務との関係を否定

できない旨の所見を述べるも可能性を示唆したものにすぎず、Ｆ医師及びＧ医

師は、各意見書において、いずれも請求人の従事した作業との医学的因果関係

を否定している。当審査会としても、請求人の就労内容に鑑みると、請求人の

訴える症状と業務との間に医学的因果関係は認められないものと判断する。 

（３）請求人は、平成○年○月頃、立ち作業で行うオペレーター業務中右足薬指の

感覚が鈍くなる症状が出現した旨主張する。 

この点、Ｇ医師は、上記意見書において、「請求人が行っていた立ち作業から

生じたものとは医学的に考えにくい。」と述べているところ、当審査会としても、

Ｄクリニックの診療報酬明細書に「末梢神経炎」の傷病名が追加されているこ

とをも鑑みると、決定書理由に説示のとおり、上記請求人の症状と業務との間

に医学的因果関係は認められないものと判断する。 

（４）さらに、請求人は、平成○年○月頃前屈姿勢で行った作業により「背中の強

い張り」が出現した旨主張するところ、確かに同作業は上肢障害の認定基準の

「上肢の反復動作の多い作業」に該当するものと思料されるが、その従事期間

は約４か月であり、一件記録を精査するも、この間、時間外労働は無く、請求

人が過重な就労状況にあったとは認められない。そうすると、当審査会として

も、決定書理由に説示のとおり、同認定基準の要件を満たしていないものと判

断する。 

（５）以上を総合すると、請求人が訴える上記症状と業務との間に相当因果関係は

認められず、したがって、請求人に発症した本件疾病は業務上の事由によるも

のとは認められない。 

（６）なお、請求人は、上記意見書において、シリンダーブロックの運搬作業は、

５日間ではなく２週間であり１日当たり８０回は持ち上げていた旨主張するが、

いずれにしても、上記認定基準の要件を満たしているものとは言えず、上記判

断を左右するものではない。 

また、請求人は、上司の行動により会社は未だに安全配慮措置を講じていな
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い旨をも主張するが、請求人の本件疾病が業務に起因していると認められるか

否かについての判断において、同主張は争点とはならないことを付言する。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を支給

しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


